
具体的施策と施策の方向性 主な取組

〇県・国等の学力・学習状況調査（学力テスト）
 の結果分析と活用

〇学級支援員、特別支援学級支援員の配置

〇夏休み短縮による授業時数の確保

〇自主学習ノートの活用(小4～6)

〇ユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業
 づくり

〇ＩＣＴを活用した分かりやすい授業

〇教科充実等加配教員の活用

〇わかる・できる授業のスタンダード

〇小・中学校授業の7か条の推進

〇学力向上推進委員会の開催

〇加配教員の活用(再掲)

〇指定無形民俗文化財（３保存団体）の鑑賞・
　体験（中学校）や運動会での秩父音頭（小学校）

〇異文化を知る研修の実施

〇ＡＬＴと教員との協働授業の充実

〇タブレット活用による外国語（英語）授業の
　実施

〇中学生国際交流（海外派遣）事業の実施

〇国際交流（国内）事業の実施

〇教育ICTを活用した主体的・対話的で深い学び
　に向けた授業の実施
〇指導主事、学校教育指導員による授業指導、
　支援
〇児童生徒が将来に興味を持つキャリア教育の
　実施

〇プログラミング学習による論理的思考の育成

〇タイピング学習によるＩＣＴ技能の習得

〇主権者教育など現代的な諸課題の学習

○小中連携推進委員会、合同研修会等による教職
　員の情報共有

〇家庭教育集中期間の取組(小学校)

〇家庭教育心得３か条の取組

〇小中連携ウィークにおける、小・中学校教員相
　互の授業参観の実施

〇中学校教員による小学校への出前授業の実施

〇小中連携カリキュラムの作成・授業実施

○ＩＣＴ活用に係る教職員研修の実施

○Ｊプランの活用（R2～R3)

（１） 一人一人を確実に伸ばす教育の推進

・児童生徒一人一人の学力向上、個に応じた支
　援、きめ細かな指導を充実します。
・児童生徒一人一人の学力の経年変化を確実に
　把握することにより、学力の向上につなげま
　す。

第４章　横瀬町教育行政の施策の方向性と主な取組
(１)　児童生徒の生きる力を着実に育む

１　確かな学力の育成

（２）主体的・対話的で深い学びに向けた
　　　指導の充実
　
・わかる・できる授業のスダンダードの活用・
  改善、授業の７か条の推進により、児童生徒
  の思考力・判断力・表現力や主体的に学習に
  取り組む意欲を育てます。

（３）伝統と文化を尊重し、グローバル化
　　　に対応する教育の推進

・伝統と文化を尊重し、郷土を愛する心を育て
　ます。
・小・中学校における外国語教育などを充実し
　ます。

（４）時代の変化に対応する教育の推進

・外国語やその背景にある文化に対する理解を
　深め、情報や考え方を伝え合う能力を育成し
　ます。
・児童生徒の学び合いにＩＣＴを効果的に活用
　し、協働して学ぶ力を育成します。
・社会で生きて働くために必要な情報活用能力
　やリテラシーを育成します。
・将来につながる現代的な諸課題について学び
　ます。

（５）小・中学校９年間を一貫した教育の
　　　推進

・小・中学校９年間にわたる児童生徒の学びと
　育ちの連続性を重視した教育を展開すること
　で、学習意欲の向上や小学校から中学校への
　円滑な接続を推進します。
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具体的施策と施策の方向性 主な取組

〇学校内農地や地域の田んぼを活用した学校ファ
　ームの体験（小学校）

〇社会体験チャレンジ事業の実施(中学校)

〇３あ運動、規律ある態度の推進

〇ＩＣＴを活用したクラス運営の推進

〇横瀬町いじめ防止基本方針の推進

〇関係諸機関との連携

〇スクールカウンセラー・さわやか相談員の配置
　（中学校）

〇スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）の配置

〇学校生活支援システムの活用(Web‐QUテスト)

〇体罰調査の実施

〇生活(いじめ）アンケートの実施

○学校内の組織的対応と情報共有の充実

〇スクールソーシャルワーカーの活用

○スクールカウンセラー、さわやか相談員、適応
　指導教室の情報共有と連携行動の推進

○学校、教育委員会、子育て支援課との連携・協
　働の充実

〇適応指導教室の充実

〇生徒指導連絡協議会の開催

〇小中関係諸機関との連携

〇民生委員児童委員との連絡協議会の開催

〇学校生活支援システムの活用(Web‐QUテスト)
　(再掲)

〇考え、議論する道徳授業の推進

〇外部講師を招いての講演会（ユメセン等）の
　実施(小学校)

〇人権教育推進委員会の開催

〇人権感覚育成プログラムの活用

〇人権月間の取組

〇人権作文、人権標語等の取組を実施

〇小６・中２児童生徒への幸福学授業の実施

〇幸福学プログラム(学習指導案)の作成と実施

〇教師向け幸福学研修会の実施

（５）道徳教育の充実

・道徳教育推進教師を中心とした指導体制を行
　い、様々な道徳的課題に児童生徒が向き合う
　「考え、議論する道徳」を推進します。

（６）人権を尊重した教育の推進

・自分の人権を守るとともに他の人の人権を守
　ろうとする意識や意欲の向上を図るため、人
　権感覚を育成します。
・様々な人権課題に対応した教育を充実します。
・幸福学の研究成果を活用し、児童生徒の自己
　肯定感を醸成し、たくましく生きる力を育成
　します。

（３）不登校の未然防止と不登校児童生徒
　　　への支援

・児童生徒一人一人に応じたきめ細かな教育相
　談ができる体制を作ります。
・学校生活環境の変化など様々な要因で発生す
　る生徒の不登校の未然防止、早期発見・早期
　対応に向けた小・中学校の円滑な接続を推進
　します。
・個々の不登校児童生徒の状況に応じた学習機
　会の確保に努めます。

２　豊かな心の育成

（１）豊かな心を育む教育の推進

・様々な体験学習を通して、環境の変化に対応
　する能力や子供たちの豊かな人間性や社会性
　を育みます。
・教育ＩＣＴを活用して、全教育活動を通し、
　自分の視点で考え正しく認識する力、変化を
　楽しみながら適応する力やコミュニケーショ
　ン力などを育みます。

（２）いじめ防止対策の推進

・「いじめ防止対策推進法・横瀬町いじめ防止
　基本方針」に基づき、いじめの未然防止、早
　期発見・早期対応に向けた組織的な取組を進
　めます。
・いじめ・問題行動を防止するため、心理に関
　する専門性の高い人材の活用を含めた教育相
　談体制を充実します。
・学級内の児童生徒の人間関係や学級の様相を
　確認し、指導に生かすためのテストを実施し
　ます。

（４）生徒指導の充実

・児童生徒一人一人に対する理解に基づいた生
　徒指導を推進するとともに、小中・地域と連
　携・協働して指導体制を充実します。
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具体的施策と施策の方向性 主な取組

〇体力向上推進委員会の開催

〇口腔ケアの取組による虫歯予防の推進(小学校）

〇食物アレルギー・アナフィラキシーに対応する
　教職員研修の実施

〇横瀬町体力向上推進計画の策定

〇体力向上推進委員会の開催（再掲）

〇避難訓練、引き渡し訓練の実施

〇防犯教室、交通安全教室の開催

〇防災教育の実施

〇児童が育てた米を学校給食で活用

〇地場産物を活用した食に関する指導

〇学校応援団による食育事業の実施

〇栄養教諭による関連教科や特別活動等における
　食育授業の実施

〇児童生徒の食物アレルギーに個別対応した給食
　の実施

具体的施策と施策の方向性 主な取組

〇学校内農地や地域の田んぼを活用し学校ファー
　ムの体験（小学校・再掲）

〇社会体験チェレンジ事業の実施（中学校・再掲）

〇ユメセンの実施（小学校・再掲）

〇よこらぼの活用

〇幼児教育研修会の開催。幼・小の交流会の実施

〇「３つのめばえ」の活用

具体的施策と施策の方向性 主な取組

〇就学支援委員会の開催。特別支援教育推進専門
　家チームの活用

○特別支援学級支援員による指導の充実

〇教育支援プランＡ・Ｂ作成のため学校、家庭、
　関係機関との連携強化

〇子育て支援課との連携による個別ケース会議の
　開催

○個のニーズに応じた支援籍の実施

○支援籍学習、交流及び共同学習の実施

○通級指導教室の活用

４　自立する力の育成

３　健やかな体の育成

（１）健康の保持・増進

・時代の変化とともに新たに生じる課題への
  対応を含め、学校教育全体を通じた体系的
  な学校保健を充実します。

（１）進路指導・キャリア教育の推進

・学校において、家庭や地域・企業と連携し
　て、各校の実態に即した進路指導・キャリ
　ア教育を推進します。

（２）幼児教育の推進

・小学校教育への円滑な接続を図るため、教
　職員の合同研修会の開催、幼児と児童の交
　流活動を実施します。

５　児童生徒一人一人の多様なニーズに対応した教育の推進

（１）特別支援教育の推進

・障害のある児童生徒一人一人のニーズに応
　じて、その可能性を最大限に伸ばし、自立
　のために必要な力を育成します。

（２）個別に支援を要する児童生徒への支援

・児童生徒の抱える様々な課題にきめ細やか
　な対応をします。

（２）体力の向上と学校体育活動の推進

・児童生徒一人一人の実態に合った体力の向
　上を図ります。

（３）危険を予測し回避する能力の育成

・児童生徒が自ら自分の命を守れるよう、危険
　を予測し回避する能力を身に付けさせます。

（４）食育の推進

・「生きた教材」である学校給食を通して食に
　対する教育を行い、児童生徒に食の持つ重要
　性を身に付けさせます。
・栄養教諭の専門性を生かし、教職員と連携し
　た授業を実施します。
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具体的施策と施策の方向性 主な取組

〇負担軽減に関する会議の開催

〇ICT活用による在校時間の管理と指導

〇学校事務員の配置

〇ノー残業デー、ふれあいデー、学校閉庁日の
　実施

〇横瀬町立学校における部活動方針の運用

〇専門スタッフ（スクールカウンセラー、スクールソー
　シャルワーカー、ＡＬＴ,学級支援員等）の配置と活用

〇校務支援システムやグループウエアの導入

〇教職員のメンタルヘルスの支援

〇初任・5年経験者等への体験研修の実施

〇小中連携公開授業等参観の実施

〇小中合同研修会の開催

〇学校訪問の実施（教育支援学力向上、指導主事
　・指導員・各校管理職によるＯＪＴ研修）

具体的施策と施策の方向性 主な取組

〇校舎改築、既存施設改修、外構整備等の小学校
　整備事業の実施

〇中学校校舎、設備等の施設利用計画の策定及び
　事業実施

〇学校施設用地（借地部分）の買収計画策定及び
　事業実施

〇個別施設計画による計画的な維持管理の実施

〇定期的な点検・調査等により危険個所を把握し
　迅速な対応による事故の未然防止

〇施設のバリアフリー化の推進

〇調べ学習等で利活用できる教育ＩＣＴと連携し
　た学校図書館の充実

〇教育ネットワークの整備と情報セキュリティの
　確保

〇普通教室をはじめ校内どこでも使える無線LAN
　環境の整備

〇児童生徒用パソコンの一人１台化の推進

○司書教諭及び学校応援団による図書室の環境
　整備

〇学校応援団による登下校の見守り活動の支援

〇小学生下校時刻の防災無線放送

〇通学路点検の実施

〇防災、防犯教育の実施（再掲）

〇通学路点検の実施（小・中学校）

〇関係機関との連絡調整の実施

〇スクールバスの運行

〇通学定期補助金交付事業

〇給食調理場の維持管理計画の策定

〇機械設備の計画的な更新、修繕の実施

〇給食食材の地産地消の推進

〇特色のある安全な給食の提供

〇衛生管理の徹底

（３）児童生徒の安全・安心の確保

・登下校時における児童生徒の安全を地域の
　方々の協力を得て見守ります。
・日頃より児童生徒はもとより教職員に対し
　て、防災や防犯意識を持たせることにより
　有事に備えます。
・児童生徒の通学路の安全を確保するため、
　関係課所・機関との連携を図り、総合的な
　視点で、通学路や通学方法の改善に取り組
　みます。

６　学校における働き方改革、教育の質の向上の推進

７　質の高い教育を支えるための環境の整備

（１）教職員の負担軽減

・校務のＩＣＴ化や教員の働き改革を実施し
　教職員のワークライフバランスを整え、子
　供たちと向き合う時間を増やし、チーム学
　校として教育の質の向上を図ります。

（２）教職員の資質・能力の向上

・経験の浅い教員への研修を充実します。
・個々の教職員の授業を直接参観し、「わか
　る・できる授業のスタンダード」に沿って、
　より主体的・対話的で深い学習指導が各教
　室で実施されるよう指導します。

（２）学習環境の整備・充実

・児童生徒が日常的に使用する学校施設の安
　全確保と機能充実を図ります。
・教育ＩＣＴを小中学校に積極的に導入し最
　大限活用することにより、新たな学校教育
　環境を実現します。

（４）学校給食を支える安全な環境の確保

・給食調理場の機能を維持し、安全で多様な
　食品を用いて、栄養バランスの整ったおい
　しい給食を提供します。

(２)　質の高い学校教育を支えるための環境を整備する

（１）小・中学校校舎の整備・充実

・安全・安心で質の高い教育を実現するため、
　校舎の改築、改修及び機能改善を図ります。
・将来的な負担を軽減するために、学校施設
　用地（借地部分）の買収に努めます。
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具体的施策と施策の方向性 主な取組

〇自主学習ノート（小４～６）の配布

〇家庭学習心得3か条

〇アウトメディアチャレンジ

〇読書の質的量的目標の設定

〇子育てサークル（児童館）や就学時健診時での
　子育て講座の実施

○「家庭学習のすすめ」による家庭学習取組の
　啓発

○司書教諭及び学校応援団による図書室の環境
　整備(再掲)

〇ブックスタート事業の実施

〇おはなし会の実施

〇学校応援団人材の登録

〇地域人材の協力による米作り・餅つき体験
　（小学校）

〇教育週間における地域人材との交流授業の実施
　(小学校）

〇鉱山会社の協力により武甲山見学(小６)の実施

具体的施策と施策の方向性 主な取組

〇学校応援団実行委員会、学校応援団コーディ
　ネーター連絡協議会の実施

〇学校応援団人材の登録(再掲)

〇町の特性を活かしたコミュニティ・スクールの
　運営

〇学校と住民との合意形成による学校経営の推進

〇ユメセンの実施（小学校・再掲）

〇よこらぼの活用（再掲）

８　家庭・地域の教育力の向上

９　地域とともにある学校の推進

（１）家庭教育支援体制の充実

・県家庭教育アドバイザー等を活用し、小学
　校入学前の保護者への家庭教育に関する支
　援を行います。

（４）地域の教育力の活用

・地域人材並びに横瀬町で操業する企業の協
　力を得て、児童生徒の体験活動を支援しま
　す。

（３）幼少期に合わせた読書活動等の推進

・幼児、児童の豊かな心の育成、読書の楽し
　さを知ることができる図書館事業を充実し
　ます。

(３)　横瀬町ならではの学校･家庭･地域･行政が一体となった教育
　　　を推進する。

（２）家庭学習・読書活動の習慣化

・学校と家庭が連携して、児童生徒の学力の
　定着を図る環境づくりを行います。
・幼児、児童生徒が読書に親しむための環境
　整備・推進体制を図ります。

（１）実行委員会組織による学校応援団
　　　の実施

・教育委員会が事務局となり、実行委員会を
　中核にした学校応援団組織により、小・中
　学校の授業・環境・見守りを支援します。

（２）学校運営協議会制度を導入した
　　　コミュニティ・スクールの実施

・学校運営協議会制度を導入し、令和2年度よ
　りコミュニティ・スクールを実施し、横瀬
　町の地域と共にある小中学校づくりを行い
　ます。

（３）社会に開かれた教育の推進

・学校・家庭・地域・行政が連携し、社会に
　開かれた教育を推進します。
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具体的施策と施策の方向性 主な取組

〇放課後等子ども教室の実施

〇放課後等子ども教室たよりの発行

〇様々な体験活動の実施

〇学童保育室との連携による体験活動の実施

〇子ども体験活動事業（公民館）

〇放課後等子ども教室の実施(再掲)

〇国際交流（国内）事業の実施(再掲)

具体的施策と施策の方向性 主な取組

〇人権標語の募集・表彰・作品掲示の実施

〇各種研修会や講演会等の開催

〇各種事業において人権関連リーフレットの配布

〇ポスターの掲示等の広報活動

具体的施策と施策の方向性 主な取組

〇中学生国際交流（海外派遣）事業の実施（再掲）

〇国際交流（国内）事業の実施（再掲）

・学校等の関係機関と連携・協力し、児童生
　徒・保護者・住民の人権感覚、人権意識の
　向上に努めます。
・リーフレットやポスター等を活用し、人権
　教育に関する普及・啓発活動に努めます。

・中学生を中心として、国際感覚・国際理解
　を育み、グローバル化に対応できる人材の
　育成に努めます。
・中学生を中心として、国内外での異文化交
　流・体験を通して、自らの地域について改
　めて学び気づくことにより、郷土愛が育め
　るよう努めます。

（１）放課後等子ども教室事業の推進

・小1～２の児童を中心とした子供たちの放課
　後･長期休業の居場所づくりと様々な体験学
　習を通じて豊かな人間性を育むため､放課後
　等子ども教室を充実します。

（２）自主性を高める体験活動の推進

・町内を中心とした講師を招いての様々な体
　験活動を実施し、児童の豊かな心、自主性
　の育成に努めます。

10　放課後等の子供の居場所づくり

11　人権教育及び啓発の推進

12  国際交流事業の実施
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具体的施策と施策の方向性 主な取組

〇各種主催事業（講座・教室）の開催

〇子ども体験活動事業（再掲）

〇町民の生涯学習の相談窓口・情報提供

〇特設コーナーの設置

〇読書感想文集の発行

〇ブックスタート事業（再掲）

〇ポイントカード事業

〇夏休み子ども1日図書館事業

〇おはなし会(小学校・再掲)

〇ヨコゼ音楽祭の開催

〇月１まちかどコンサートの開催

〇町民文化祭の開催

〇美術館巡りツアーの実施

〇企画展示等の実施

〇土曜ミュージアムトークの開催

〇文化財の活用方法の検討

〇民俗文化財後継者養成活動費助成事業の実施

〇歴史民俗資料館管理運営事業の実施

〇武甲山特殊植物保護増殖事業の実施

(４)　生涯にわたる学びの支援並びに文化・芸術・スポーツの充実
　　　に努める。

（１）社会教育団体等の育成・支援

・地域で活動する各種社会教育団体等の活動
・育成等を支援し、青少年の健全育成や地
　域の生涯学習活動の推進に努めます。

〇文化協会・子ども会連絡協議会・青少年相談員
　協議会・青少年育成横瀬町民会議等への補助金
　の交付

13　生涯にわたる学習機会の支援

（２）町民会館・公民館活動の推進

・各種教室・講座、サークル活動や催し物を
　通じて、生涯学習活動の支援を行います。

（３）図書館事業の推進

・町立図書館は、身近な学習活動の場として、
　多くの図書を集め、気軽に立ち寄れる施設
　を目指します。
・乳幼児から高齢者まで、本にふれあい、読
　書を楽しめるよう様々な企画や活動を行い
　ます。

（１）文化芸術の振興

・音楽祭の開催や音楽活動を支援し、音楽に
　よる町づくりを支援します。
・町民文化祭を開催するなどし、各種文化芸
　術活動団体の支援を行います。

（２）文化財の適切な保護・保存及び活用

・各種文化財や歴史的資料等の適切な保護・
　保存と効果的な活用を推進します。
・指定無形民俗文化財保存団体の支援を行い
　ます。

（３）文化財保護施設等の充実

・歴史民俗資料館において、展示品・収蔵品
　等の適切な管理・保存に努めるとともに、
　資料館の環境整備等の運営の充実を図りま
　す。
・武甲山特殊植物園において、特殊植物の保
　護・増殖活動に取り組むとともに、植物園
　の適切な管理・運営に努めます。

14　文化芸術の振興と伝統文化の継承
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〇町民体育祭の実施

〇駅伝競走大会の実施

〇各種スポーツ教室の開催

〇町体育協会及び町スポーツ少年団の活動支援

〇体育施設利用団体の登録の推進

〇町民ハイキングの実施

〇町民グラウンドの整備及び維持管理

〇スポーツ交流館、学校体育施設開放における維持管理

（１）生涯スポーツ・レクリエーション
　　　の推進

・スポーツへの参加機会の拡充と運動意欲の
　増進を図り、元気な町づくりにつながるよ
　う努めます。
・スポーツ推進委員の協力を得て、全世代を
　対象に各種スポーツイベント・レクリエー
　ション活動を開催し、スポーツへの関心と
　運動意欲を高め、心身の健全な発展を促し
　ます。
・町内のスポーツ活動を行う団体を支援しま
　す。

（２）社会体育施設の維持管理及び有効
　　　活用

・利用者が安全・安心に利用できるように、
　社会体育施設の維持・管理を行います。

15　スポーツ・レクリエーションの推進

県指定天然記念物

西善寺のコミネカエデ
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